
令和元年度監査テーマ：住宅施策に係る事務事業の執行について

担当課別の措置状況　（※１つの指摘・意見が複数の課等にまたがる場合があるため，上記 「指摘・意見の数」 とは一致しないことがある。）

措置済み 措置中 措置予定 検討中 不措置 措置済み 措置中 措置予定 検討中 不措置

24 12 9 3

住宅課 23 11 9 3

スマート林業課 1 1

5 5 13 6 4 1 2

住宅課 4 4 12 6 4 2

会計課 1 1

徳島県住宅供給公社 1 1

5 4 1

グリーン社会推進課 2 2

労働雇用戦略課 1 1

スマート林業課 2 1 1

5 5 42 22 10 7 1 2

100% 100.0% 100% 52.4% 23.8% 16.7% 2.4% 5%

（参考）

令和２年９月２９日公表分

指摘・意見の数　　指摘２４（うち措置済み２３，検討中１，未措置０）　　意見６２（うち措置済み４７，検討中１５，未措置０）指摘５（うち措置済み１，措置中０，措置予定３，検討中１，不措置０）　　意見４２（うち措置済み６，措置中８，措置予定２３，検討中３，不措置２）

合計（※）

構成比

Ⅲ　その他の住宅に関する施策

Ⅰ　徳島県住生活基本計画に基づく住宅施策

Ⅱ　県営住宅に関する施策

措 置 状 況 総 括 表
令和３年５月２８日公表分

指摘・意見の数 指摘５（うち措置済み５，措置中０，措置予定０，検討中０，不措置０）　　意見４２（うち措置済み２２，措置中１０，措置予定７，検討中１，不措置２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　措置状況
　担当課等

指　　　　　摘 意　　　　　見
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措 置 状 況 一 覧 表

令和元年度監査テーマ：住宅施策に係る事務事業の執行について

Ⅰ 徳島県住生活基本計画に基づく住宅施策

報告書
項 目 指 摘 及 び 意 見 講 じ た 措 置 等 措置状況

ページ

第３次計画全体

26-27 県が定める他の 住生活基本計画が，住宅政策に関する基本計画であり， 計画策定及びその後のフォローアップにおいて関係部局が 措置済み
計画との連携等 他の政策との連携や調和がより求められている現状に鑑 実施する住宅関係の政策の情報交換や総合調整をより密にす

み，県が定める他の計画等との間で，より密接な連携を るため，令和３年３月に関係部局の職員からなる「徳島県住
図るとともに，県庁内においても，それぞれの部署が実 生活基本計画推進会議」を立ち上げた。
施する住宅関係の政策の情報交換や総合調整を実現する （住宅課）
ために，より横断的な対応を可能とする仕組みが検討さ
れるべきである。（意見１） ＜参考：令和2年9月29日公表分＞

第４次徳島県住生活基本計画については，令和２年度から 措置予定
見直し作業を開始することから，計画策定及びその後のフォ
ローアップにおいて関係部局との情報交換や総合調整をより
密にするために，今年度中に庁内での住宅施策に関する会議
を立ち上げる予定である。

（住宅課）

27-29 ＰＤＣＡサイク 住生活基本計画においては，「基本的な施策」ごとに 令和２年度から見直し作業を開始した第４次計画について 措置予定
ル ＰＤＣＡサイクルを推し進めるべきであるが，施策の展 は，耐震化や空き家対策などの特に重要な施策について，で

開，検証において，具体性を欠くと思われる施策もあり， きる限り短い期間での達成度合いを測るようＰＤＣＡサイク
施策ごとにＰＤＣＡサイクルの各段階において何を行う ルを策定し，また，達成度合いを測ることができる指標を調
のか，次期計画について検討するとともに，よりきめ細 査の負担を考慮して設定する。
やかなＰＤＣＡサイクルの策定の検討が望まれる。（意 （住宅課）
見２）

＜参考：令和2年9月29日公表分＞
令和２年度から見直し作業を開始する第４次計画について 措置予定

は，耐震化や空き家対策などの特に重要な施策について，で
きる限り短い期間での達成度合いを測るようＰＤＣＡサイク
ルを策定し，また，達成度合いを測ることができる指標を調
査の負担を考慮して設定する。

（住宅課）

42-53 試験研究課題の 次期計画の策定においては，住生活基本計画策定委員 第３次計画の進捗状況については，令和３年１月に開催し 措置中
決定過程及び評 会に対して，前計画の施策ごとのＰＤＣＡサイクルや指 た住生活基本計画検討委員会において施策ごとのＰＤＣＡサ
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価の仕組み 標の達成について検証資料を提示し，議論が為された上 イクルや指標の達成について検証資料を提示し，議論してい
で，次期計画の議論をスタートすべきである。（意見３） ただいた。

引き続き，現行計画の進捗状況や課題について検証を行い，
現状分析と第４次計画の目標設定を適切に行うこととしてい
る。

（住宅課）

＜参考：令和2年9月29日公表分＞
令和２年度から見直し作業を開始する第４次計画について 措置予定

は，住生活基本計画策定アドバイザー会議において現行計画
の進捗状況や課題について検証を行い，現状分析と第４次計
画の目標設定を適切に行う予定である。

（住宅課）

29-30 成果指標の策定 計画における指標は，新たな計画策定時に削除される 令和３年度に策定予定の第４次計画における成果指標につ 措置予定
ケースがあるが，その場合は，削除の理由，その後の管 いては，指標の削除及び新たな指標を設ける場合にはその理
理についても，計画において，公表すべきであるし，新 由等を，住生活基本計画検討委員会資料として公表する。
たな指標を設けるのであれば，その理由・背景等につい （住宅課）
ても公表すべきである。（意見４）

＜参考：令和2年9月29日公表分＞
令和３年度に策定予定の第４次計画については，指標の削 措置予定

除及び追加を行う理由等を，住生活基本計画策定アドバイザ
ー会議資料として公表する。

（住宅課）

30-31 市町村との連携 本県の住生活基本計画策定においては，各市町村にお 令和２年度に開催した徳島県地域住宅協議会において，令 措置中
ける住生活基本計画を重要な基礎資料と位置付けるべき 和３年３月に改定される国の計画や，現在の県の計画を周知
であるが，住生活基本計画を策定している市町村は徳島 することにより，市町村が計画を策定する場合のメリット等
市のみにとどまっている。県は，各市町村の住生活基本 について，各市町村に対し丁寧に説明した。
計画の策定を強力に後押しするとともに，住宅政策にお また，令和３年度の第４次計画策定の過程において，市町
ける市町村との連携をより密にすべきである。（意見５） 村に対し，住生活基本計画検討委員会で議論された内容を提

示し，市町村からの意見を県計画に反映する会議を開くとと
もに，市町村計画のひな形の作成についても検討するなど連
携を図る予定である。

（住宅課）

＜参考：令和2年9月29日公表分＞
令和２年度に開催予定の徳島県地域住宅協議会において， 措置予定

令和３年３月に改定される国の計画や，現在の県の計画を周
知することにより，市町村が計画を策定する場合のメリット
等について，各市町村に対し丁寧に説明する。
また，令和３年度の第４次計画策定の過程において，市町

村に対し，住生活基本計画策定アドバイザー会議で議論され
た内容を提示し，市町村からの意見を県計画に反映する会議
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を開き，連携を図る予定である。
（住宅課）

第３次計画に掲げられている各施策

32-37 「地域を守る」 地震時等に著しく危険な密集市街地の解消については， 令和２年８月から該当市町と協議を行い，市町が主体とな 措置済み
対策の促進等 進捗状況が遅れており，市町の取組への後押しがより一 って危険密集市街地の解消に向けた施策を検討するために，

層必要である。（意見６） 令和３年２月に開催した徳島県地域住宅協議会において，「危
険密集市街地の解消に向けた部会」を設置した。
また，部会では密集市街地解消に関するノウハウを持つ「Ｕ

Ｒ都市機構（まちづくりに関する事業のコンサルタントを行
う独立行政法人）」担当職員をアドバイザーとして招き，危
険密集市街地の解消に向けた支援を行う。

（住宅課）

＜参考：令和2年9月29日公表分＞
空き家除却による密集市街地解消については，取組への補 措置予定

助を行ってきたが，今後は，面的な地域整備の事例及び類似
条件における解消事例について情報収集を行い，密集市街地
関連のＵＲ都市機構（まちづくりに関する事業のコンサルタ
ントを行う独立行政法人）担当職員をアドバイザーとして招
くことを検討する。
また，令和２年度中に市町村との協議の場を設けることと

しており，密集市街地解消に向けて，各市町各地区の実情に
即した新たな方策を検討していく予定である。

（住宅課）

今後，空家等対策計画を策定していない市町村や計画 市町村の空家等対策計画については，令和３年度において 措置済み
の中身を充実させる必要のある市町村については，県か ２４市町村全てが計画策定を完了した。
らの更なる支援が必要である。（意見７） 計画の中身を充実させる必要のある市町村については，空

家等対策協議会の委員又はオブザーバーとして県が参加する
ことや計画の見直しに関する情報提供，相談など引き続き，
県として適切に支援を行う。

（住宅課）

＜参考：令和2年9月29日公表分＞
令和元年度末時点において計画策定済みの１９市町村のう 措置中

ち，１０市町については，既に市町村における空家等対策協
議会の委員又はオブザーバーとして県が参加しているところ
であり，引き続き，計画の内容が充実するよう協力していく
こととしている。
他の９市町村についても，協議会への参加や計画の見直し

に関する相談など，県として適切に支援を行う。
計画を策定していない５市町村においては，計画の策定に
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よるメリットを説明し促進を図るとともに，策定の意向を有
する市町村に対して，必要な支援を行う。

（住宅課）

33-37 試験研究課題の 空き家バンクにおいて提供されている情報は市町村に 住宅対策総合支援センターホームページにおいて，「とく 措置済み
決定過程及び評 よって大きく異なっており，「とくしま回帰」空き家情 しま回帰」空き家情報バンクと市町村空き家バンクの内容の
価の仕組み 報バンクと市町村バンクの違いも不明確であるため，比 違いについて，利用者に分かりやすく説明するコメントを追

較が難しく分かりづらい。地域の情報やインスペクショ 加し，インスペクションや既存住宅売買瑕疵保険等の中古住
ン等も含め，どのような情報を提供することが中古住宅 宅市場の活性化に繋がる情報についても掲載した。また，地
市場の活性化に繋がるのか検討し，開示する情報を統一 域の情報については市町村バンクからリンクできる等，令和
し，分かりやすく伝える等の改善が必要である。（意見 ２年１１月に改善を行った。
８） （住宅課）

＜参考：令和2年9月29日公表分＞
空き家の情報提供については，各市町村の実情により異な 措置中

る対応になっており，非公開としている市町村もある。
「とくしま回帰」空き家情報バンクと市町村空き家バンク

の違いについては，住宅対策総合支援センターホームページ
において，違いが分かるよう改善し，また，地域情報やイン
スペクション等について利用者に分かりやすい導線で情報を
掲載する。

（住宅課）

37-40 空き家の利活用 空き家等を生活体験施設や交流施設等に用途を転換す 令和２年２月から全市町村が参加する「空き家対策連絡協 措置済み
等の促進 る施策においては，事例に基づく情報，ノウハウを県が 議会」を開始し，空き家の利活用や課題について各市町村か

集約した上で市町村と共有し，市町村のブランディング ら意見を聞き，情報共有を行った。市町村には個別相談にも
戦略に県が積極的に支援を行う必要がある。（意見９） 対応していくことや必要に応じて部会を設置することを周知

した。
（住宅課）

＜参考：令和2年9月29日公表分＞
令和２年２月５日に全市町村を対象とした「空き家対策連 措置中

絡協議会」を開催し，空き家の利活用や課題について各市町
村の意見を聞くとともに，各市町村の抱えている課題につい
ても，討論し共有を図った。
今後も，「空き家対策連絡協議会」を開催し，情報共有を

行うとともに，空き家の利活用に関する市町村向け相談の窓
口となり，市町村からの個別事業の相談にも丁寧に対応して
いく。

（住宅課）

40-42 県産木材による 公営住宅の整備等における県産木材の利用の促進につ 令和２年度から設計を始めた｢県営住宅新浜町団地建替工 措置中
良質な木造住宅 いては，賃貸住宅リフォームにおける県産木材利用実績 事｣では，｢あらわし｣による木造４階建てという新しい手法を
の振興等 等として利用できる可能性もあり，具体的な施策の推進， 用いることで，県産木材の利用のＰＲを行うこととしている。
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分析等が必要である。（意見１１） （住宅課）

＜参考：令和2年9月29日公表分＞
令和２年度から設計を始める，｢県営住宅新浜町団地建替工 措置予定

事｣では，｢あらわし｣による木造４階建てという新しい手法を
用いることで，県産木材の利用のＰＲを行うこととしている。

（住宅課）

42 美しい街なみや 歴史的な街なみの整備による市町村のブランディング 令和２年２月に全市町村が参加する「地域住宅協議会」を 措置済み
良好な居住環境 戦略について，事例，ノウハウを県が集約した上で市町 開催し，「古民家等を活用したまちづくりガイドブック」に
の形成促進 村と共有するなど県が積極的に情報提供を行う必要があ おいて紹介している全国の先進的な事例や取組を進めるため

る。（意見１２） の基礎知識，また三好市等で継続的に取り組んでいる歴史的
街なみ整備について説明を行い，情報提供を行った。

（住宅課）

＜参考：令和2年9月29日公表分＞
本県で作成した「古民家等を活用したまちづくりガイドブ 措置予定

ック」や，三好市等で継続的に取り組んでいる歴史的街なみ
整備について，令和２年度中に改めて県内市町村に対して周
知を行う予定である。

（住宅課）

42-43 高齢者等が自立 施策として掲げられている高齢者に対応した住環境の 意見を踏まえ，空き家等を改修も含めたサービス付き高齢 措置中
して暮らすこと 整備については，具体的な成果に結びついていない。今 者向け住宅の整備に関する施策及び指標の見直しについては，
ができる住生活 後の施策の推進方法，適切な指標について検討する必要 第４次徳島県住生活基本計画検討委員会に諮っていく。
の実現 がある。 計画策定及びその後のフォローアップにおいて関係部局と

また，指標，具体的な施策の策定及び検証に関しては， の情報交換や総合調整をより密にするため，令和３年３月に
県の高齢者等に関する政策全般との連携や調整が必要で 「徳島県住生活基本計画推進会議」を立ち上げた。
あると考えられることから，その担当部署ともより密接 （住宅課）
な連携がなされることが望まれる。（意見１３）

＜参考：令和2年9月29日公表分＞
意見を踏まえ，空き家等を改修したサービス付き高齢者向 措置予定

け住宅の整備に関する施策及び指標の見直しについては，令
和２年度から見直し作業を開始する第４次計画のアドバイザ
ー会議に諮っていく。
また，第４次計画を策定する上で，関係部局との情報交換

や総合調整をより密にするために，今年度中に庁内での住宅
施策に関する会議を立ち上げる予定である。

（住宅課）

43-45 子育て世帯等が 施策として掲げられている子育て世帯に適した民間住 子育て世帯に適した住宅の供給，流通の促進については， 措置中
安心して暮らせ 宅の供給促進，子育て世帯にとって魅力的な既存住宅の 現在の指標である誘導居住面積水準達成率の見直しを検討し，
る住生活の実現 流通の促進といった施策については，具体的な成果が乏 より適切な指標の設定について，第４次徳島県住生活基本計

しい。今後の施策の推進方法，適切な指標について検討 画検討委員会に諮っていく。
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する必要がある。 計画策定及びその後のフォローアップにおいて関係部局と
また，指標，具体的な施策の策定及び検証に関しては， の情報交換や総合調整をより密にするため，令和３年３月に

県の子育て世帯等に関する施策全般との連携や調整が必 「徳島県住生活基本計画推進会議」を立ち上げた。
要であると考えられることから，その担当部署ともより （住宅課）
密接な連携がなされることが望まれる。（意見１４）

＜参考：令和2年9月29日公表分＞
子育て世帯に適した住宅の供給，流通の促進については， 措置予定

現在の指標である誘導居住面積水準達成率の見直しを検討し，
より適切な指標の設定について，令和２年度から見直し作業
を開始する第４次計画のアドバイザー会議に諮っていく。
また，第４次計画を策定する上で，関係部局との情報交換

や総合調整をより密にするために，今年度中に庁内での住宅
施策に関する会議を立ち上げる予定である。

（住宅課）

ＰＦＩ事業によって整備した県営住宅においては，併 福祉施設の利用状況については，令和３年３月に事業者へ 措置予定
設した福祉施設の実施するサービスについて，福祉施設 の聴き取りを行い，この結果を踏まえ，福祉施設の利用を希
の利用状況の調査を行い，より入居者が利用しやすい福 望する団地入居者に対して，令和３年５月末までに利用方法
祉サービスのあり方について検討するとともに，今後の 等の周知を図る。
県営住宅の整備に当たっては，３団地での状況を踏まえ （住宅課）
た上での検討が必要である。（意見１５）

＜参考：令和2年9月29日公表分＞
入居者のより利用しやすい福祉サービスのあり方を検討す 措置予定

るため，福祉施設の利用状況について，事業者への聴き取り
を早期に実施する。
また，今後の建替事業における併設施設については，聴取

の結果を踏まえた計画・設計を行う。
（住宅課）

45-46 リフォーム等の 今後，点検，修繕が住宅の価値の維持にどのように繋 既存住宅の長寿命化の促進を図るためには，建物の構造体 措置中
促進による住宅 がるか，住宅の所有者に情報を提供することによって， よりも先に更新時期を迎える住宅設備に対してのリフォーム
ストックの質の 住宅の長寿命化の促進を図るべきである。また成果指標 支援が必要となる。このために，令和２年度から実施してい
向上 についても適時に検証が可能な指標を検討すべきである。 る「Society5.0対応型耐震リフォーム支援事業」（耐震化と

（意見１６） 併せて一般的な設備のリフォームをはじめ，スマートロック
の設置や見守り機能付きトイレの設置といった，最先端のリ
フォームも行うことが出来る事業）の周知・活用を促し，こ
の補助制度の説明に併せ，消費者には点検や修繕に関する情
報を同時に提供した。
また，当該事業の実施を踏まえ，成果指標に関しては，県

の住生活基本計画の見直しに向けた検討委員会を令和３年１
月に組織し議論を開始した。

（住宅課）

＜参考：令和2年9月29日公表分＞
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既存住宅の長寿命化の促進を図るためには，建物の構造体 措置中
よりも先に更新時期を迎える，住宅設備に対してのリフォー
ム支援が必要となる。このために，令和２年度から実施する
「Society5.0対応型耐震リフォーム支援事業」（耐震化と併
せて一般的な設備のリフォームをはじめ，スマートロックの
設置や見守り機能付きトイレの設置といった，最先端のリフ
ォームも行うことが出来る事業）の周知・活用を促し，この
補助制度の説明に併せ，消費者には点検や修繕に関する情報
を同時に提供することとする。
また，当該事業の実施を踏まえ，成果指標に関しては令和

２年度から見直し作業を開始する第４次計画のアドバイザー
会議に諮っていく。

（住宅課）

46-47 既存住宅の価値 インスペクションについては，中古住宅市場の活性化 令和２年９月の意見１９の市場調査に併せて，宅建協会の 措置中
を高める制度の 等の施策において非常に重要な役割を果たすと考えられ 常任理事会において，インスペクションの取扱いに関する現
普及 る。インスペクションの周知，活用について積極的な施 状について聞き取りを行ったが，取扱い事例は少ないとのこ

策の展開が必要である。（意見１７） とであった。
今後，他県の状況を調査し，実例を交えて宅地建物取引業

者等に対し，令和３年９月までにインスペクションの活用に
ついて周知を行う。

（住宅課）

＜参考：令和2年9月29日公表分＞
令和２年９月から開始予定の，意見１９に対して講ずる市 措置予定

場調査に併せて，一般の方がインスペクション（建物状況調
査）を知る機会を設けるため，建物の売買をする際の窓口と
なる宅地建物取引業者等に対し，媒介時のインスペクション
活用に向けた周知依頼を行う。

（住宅課）

47-48 環境負荷に配慮 環境負荷に配慮した住生活の促進においては，法令に 本県におけるゼロエネルギーハウスの事例や，環境負荷低 措置中
した住生活の促 適合した住宅の認定にとどまらず，本県における事例収 減の効果のデータを，各市町村に対して令和３年７月に情報
進等 集や環境負荷低減のデータ収集，更には中古住宅市場に 提供を行う。

おける価値の維持といった観点でのデータの収集，周知 また，中古住宅市場でのゼロエネルギーハウスや長期優良
といった活動を積極的に行うべきである。（意見１９） 住宅等の取引状況については，宅建協会での市場調査を行っ

たが，制度開始から数年程度しか経過していないため，中古
住宅市場に出回る時期に来ていないとのことであった。今後，
引き続き関係団体と意見交換を行っていく。

（住宅課）

＜参考：令和2年9月29日公表分＞
長期優良住宅やゼロエネルギーハウスなどの環境負荷低減 措置予定

に配慮した住宅が，一般の住宅に比べて，中古住宅市場にお
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ける価格や売れ行きの差がどの程度あるかについて，令和２
年９月を目途に市場調査に着手し，今後の普及策の検討を行
う。

（住宅課）

48-49 住生活産業を支 専門家や地域住民が施策の担い手となり，協働するた 令和３年６月までに，「空き家判定士」や「空き家コーデ 措置中
える人材の育成 めには，まずは専門家等から現状についての意見聴取を ィネーター」などの登録育成制度や実際の活動内容などの要

行う仕組みを作る必要があり，その意見を反映させた上 望や課題を聞き取るため，専門家及び市町村の担当と協議の
で，施策への参画を促すべきである。（意見２０） 場を設ける。

（住宅課）

＜参考：令和2年9月29日公表分＞
令和２年度中に，「空き家判定士」や「空き家コーディネ 措置予定

ーター」などの登録育成制度や実際の活動内容などの要望や
課題を聞き取るための専門家との協議の場を設け，第４次計
画の空き家施策策定に向けた検討を行う。

（住宅課）

住宅ストックビジネスを活性化するためには，空き家 住宅対策総合支援センターホームページにおいて，「とく 措置済み
バンクにおける情報提供を改善し，インスペクションや しま回帰」空き家情報バンクと市町村空き家バンクの内容の
既存住宅売買瑕疵保険の情報提供を積極的に行うべきで 違いについて，利用者に分かりやすく説明するコメントを追
ある。（意見２１） 加し，インスペクションや既存住宅売買瑕疵保険等の中古住

宅市場の活性化に繋がる情報についても令和２年１１月に掲
載した。

（住宅課）

＜参考：令和2年9月29日公表分＞
「とくしま回帰」空き家情報バンク等のホームページ上か 措置予定

ら国土交通省のホームページにアクセス可能にすることによ
り，インスペクションや既存住宅売買瑕疵保険等の情報の周
知を行えるよう，令和２年１２月までに改善する。

（住宅課）

49-50 安心して住宅を 住宅に関する情報提供を担っているサイトの中には， 「とくしま住宅相談ガイド」では，利用者の目的を選択し 措置済み
取得等できる市 導線が不十分なため，利用者の立場に応じた分かりやす た上で必要なリンク先の情報へ誘導出来るように改善し，「ま
場環境の整備 い情報提供を行うことができていないサイトがある。今 ったなし住まいの耐震化」では，リンク先や添付ファイルに

後，各サイトにおいて，利用者の立場に応じた情報提供 簡単な解説を添えて，探している情報であるかどうかを容易
をするための導線を充実し，具体的なイメージを想起で に判断できるよう令和３年４月に改善した。
きるように工夫をすべきである。（意見２２） （住宅課）

＜参考：令和2年9月29日公表分＞
各サイトにおいて，リンク先や添付ファイルに簡単な解説 措置予定

を添えて，探している情報であるかどうかを容易に判断でき
るようにするなど，令和２年度中にホームページを改善する。
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（住宅課）

50-52 県民の理解・協 今後，計画に記載されている空き家等の改修，仮設住 空き家改修等を啓発する動画として，令和２年度に行った 措置済み
力の基礎となる 宅モデルの見学会，耐震改修工法の動画の発信等への取 ＤＩＹワークショップの映像「とくしまでＤＩＹリノベワー
住育等の推進 組も具体化すべきである。（意見２４） クショップｉｎさくら団地」を令和３年４月にユーチューブ

で発信し，県ホームページの「ソーシャルメディア一覧」で
周知を行った。
また，木造仮設住宅モデルの見学会を令和３年３月に行っ

た。耐震改修工法の啓発として，県産材を使用した耐震シェ
ルターの実大展示を県庁ふれあいセンター「すだちくんテラ
ス」で行っている。

（住宅課）

＜参考：令和2年9月29日公表分＞
空き家改修等を啓発する動画を令和２年度中に作成・発信 措置中

する予定である。
（住宅課）

Ⅱ 県営住宅に関する施策

報告書
項 目 指 摘 及 び 意 見 講 じ た 措 置 等 措置状況

ページ

家賃等の滞納者への対応

75-78 入居中の滞納者 滞納処理要綱を見直し，できるだけ早期に滞納が発生 令和３年２月に「滞納処理要綱」を改正し，原則６か月の 措置済み
への対応 している要因を分析し，福祉的対応が必要なケースにつ 滞納で明渡請求を行うこととした。

いては，より積極的に関係機関と連携して入居者への支 また，滞納が発生している要因を分析し，ひとり親世帯，
援を実施し，生活の立て直しとともに滞納の解消を図る 高齢者単身世帯など，特に福祉的な対応が必要なケースにつ
べきであり，福祉的対応等を要しない滞納案件について いては，生活保護の受給による代理納付や家賃減免など，支
は，遅くとも滞納家賃の月数が１２月に達した場合には， 援制度についての案内など福祉部局とのさらなる連携強化に
速やかに使用許可を取り消し，法的措置を含め速やかに 努める。
明渡しを求めるべきである。（意見２５） （住宅課）

＜参考：令和2年9月29日公表分＞
現在「滞納処理要綱」を見直し，本年中に改正することと 措置予定

しており，原則６か月の滞納で明渡請求を行うよう検討を進
める。
また，滞納が発生している要因を分析し，ひとり親世帯，

高齢者単身世帯など，特に福祉的な対応が必要なケースにつ
いては，生活保護の受給による代理納付や，可能なものにつ
いては手続の確実な履行による家賃減免など，福祉部局との
さらなる連携強化に努める。
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（住宅課）

78-81 退去した滞納者 退去した滞納者について，督促後１年以内に滞納が解 令和３年２月に「滞納処理要綱」を改正し，退去した滞納 措置済み
への対応 消されないときには，その間に履行延期の特約又は滞納 者については，督促から１年を経過しても滞納家賃を納付し

家賃が少額であること等を理由に徴収停止措置をとった ない場合については，訴訟に要する費用を勘案し，滞納家賃
場合その他特別な事情があると認める場合を除いて，原 が少額，その他特別な事情があると認める場合を除いて，原
則として訴訟提起をし，強制執行を実施すべきである。 則として訴訟提起し，強制執行を実施することとした。
（指摘１） （住宅課）

＜参考：令和2年9月29日公表分＞
現在「滞納処理要綱」を見直し，本年中に改正することと 措置予定

しており，訴訟に要する費用を勘案し，滞納家賃が少額，そ
の他特別な事情があると認める場合を除いて，原則として訴
訟提起，強制執行を実施するよう検討を進める。

（住宅課）

81-84 分納誓約 滞納処理要綱を見直し，できるだけ早期に滞納が発生 令和３年２月に「滞納処理要綱」を改正し，４か月の滞納 措置済み
している要因を分析し，福祉的対応が必要なケースにつ 者に事情聴取を実施し，滞納が長期化している理由のヒアリ
いては，より積極的に関係機関と連携して入居者への支 ングを実施することを明確化した。また,ひとり親世帯，高齢
援を実施し，生活の立て直しとともに滞納の解消を図る 者単身世帯など，特に福祉的な対応が必要なケースについて
べきである。（意見２６） は，支援制度の案内など福祉部局とのさらなる連携強化に努

める。
（住宅課）

＜参考：令和2年9月29日公表分＞
現在「滞納処理要綱」を見直し，本年中に改正することと 措置予定

しており，滞納が発生している要因を分析し，ひとり親世帯，
高齢者単身世帯など，特に福祉的な対応が必要なケースにつ
いては，福祉部局とのさらなる連携強化に努める。

（住宅課）

33-37 試験研究課題の 滞納者へ分納を認める場合には，履行延期の特約又は 分納の誓約は，納付を約束させるものであり，履行を怠っ 措置済み
決定過程及び評 地方自治法第９６条第１項第１２号若しくは専決に基づ たときには県営住宅の明渡しを求められることとして指導を
価の仕組み く和解の手続をとらなければならず，かかる手続をとっ 行っている。

たことを明確にするため，現在の運用を改め，合意書等 令和３年２月に「滞納処理要綱」を改正し，納付期限まで
の書面を作成するべきである。あわせて，滞納者が入居 に滞納家賃を納めることや，その納付期限までに納付されな
者である場合には，分納を怠ったときや新たに発生する かった場合には明渡すこと等を記載した分納誓約書の提出が
家賃について滞納が発生したときに備える必要がある。 あった場合には，その写しを滞納者に送付した上で分納を認
そのため，例えば，分納を怠ったときや新たに発生する めることとした。
家賃を滞納したときには，速やかに入居中の県営住宅を （住宅課）
明け渡すことを分納を認める条件とし，その旨を合意書
に明記すべきである。 ＜参考：令和2年9月29日公表分＞
さらに，長期の分納を認める際には，分納を怠ったと 分納の誓約は，納付を約束させるものであり，履行を怠っ 検討中

きや新たに発生する家賃を滞納したときに速やかに入居 たときには県営住宅の明渡しを求められることとして指導を
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中の県営住宅を明け渡すことを条件とした上で，当該合 行っている。
意内容について即決和解を利用して債務名義化すること 現在「滞納処理要綱」を見直し，本年中に改正することと
を検討すべきである。（指摘２） しており，期限の利益を与えるものではないことを確認させ

た上で誓約に同意するなどの検討を進める。
（住宅課）

84-85 連帯保証契約の 連帯保証契約を解除する要件や手続について，住宅条 連帯保証契約を解除する要件や手続については，令和３年 措置済み
解除 例に明記し，連帯保証人に対しても，文書等で周知すべ ９月から入居時に連帯保証人契約の解除要件を文書で示し，

きである。（意見２７） 合わせて住宅供給公社のホームページでも周知した。
（住宅課）

＜参考：令和2年9月29日公表分＞
８月定期募集の入居時に連帯保証人契約の解除要件を文書 措置予定

で示し，合わせてホームページでも周知することとして調整
を進める。

（住宅課）

87-88 相続人への請求 債務者及び債権額の特定は債権管理の基本であり，退 令和３年２月に「滞納処理要綱」を改正し，退去した滞納 措置済み
去した滞納者及び連帯保証人の死亡が判明した場合には， 者及び連帯保証人の死亡が判明した場合，不納欠損の要件に
後記の（指摘４）記載の①，③及び④の要件を満たさな 該当しないものについては，原則として相続人調査を行い，
いときには，速やかに相続人調査を行い，相続人調査の 権利濫用のおそれがないときには，相続人に請求を行うこと
結果，（指摘４）②の要件を満たさないときには，相続 を定めた。
人に対して法定相続分に応じた請求を行われたい。（指 （住宅課）
摘３）

＜参考：令和2年9月29日公表分＞
現在「滞納処理要綱」を見直し，本年中に改正することと 措置予定

しており，退去した滞納者及び連帯保証人の死亡が判明した
場合，不納欠損の要件に該当しないものについては，原則と
して相続人調査を行い，権利濫用のおそれがないときには，
相続人に請求を行うこととしている。

（住宅課）

88-90 不納欠損処理と 現在の不納欠損処理のための債権放棄に必要な要件に 令和３年２月に「滞納処理要綱」を改正し，不納欠損処理 措置済み
債権放棄 ついては，以下のように個別の要件として改めるべきで の対象となる要件を明確化し，消滅時効の完成，退去滞納者

ある。 及び連帯保証人の死亡，破産による免責，弁済する見込みが
①債権について消滅時効が完成した場合（債務者が時 ないと認められる場合などにおいては，議会の議決を得て権

効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。） 利放棄することができることとし，適切に処理を進めること
②債務者及び連帯保証人がいずれも死亡し，相続人が を定めた。

存在せず，かつ，差し押さえることができる財産の価額 （住宅課）
が強制執行の費用を超えないと認められる場合
③破産法第２５３条第１項その他の法令の規定により ＜参考：令和2年9月29日公表分＞

債務者が当該債権につきその責任を免れた場合（連帯保 現在「滞納処理要綱」を見直し，本年中に改正することと 措置予定
証人がいる場合は除く。） しており，不納欠損処理の対象となる要件を明確化し，消滅
④行方不明や少額等により徴収停止の措置をとり，徴 時効の完成，債務者及び連帯保証人の死亡，破産による免責，
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収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後に 弁済する見込みがないと認められる場合などにおいては，適
おいても，なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあ 切に処理を進めるよう見直しを進める。
り，弁済する見込みがないと認められる場合（連帯保証 （住宅課）
人がいる場合は除く。）（指摘４）

33-37 試験研究課題の 現在の不納欠損処理のための債権放棄に必要な要件は， 包括外部監査や令和元年度決算認定特別委員会の指摘を踏 検討中
決定過程及び評 事実上回収不能な債権を長期間管理する必要があり，合 まえ，県営住宅の滞納家賃や病院事業滞納未収金について，
価の仕組み 理性もないことから，不納欠損処理のための債権放棄に 時効完成や本人死亡など事実上回収不能な債権を積極的に整

必要な要件を改めるとともに，手続としても，議会の議 理の上，令和３年２月議会で権利放棄の議決を得て不納欠損
決による債権放棄だけではなく，債権管理条例を制定し， 処理を行った。
時効完成や破産免責などの事由については，長による債 なお，債権管理条例の制定については，他の都道府県の条
権放棄を可能として迅速に不納欠損処理を行えるよう検 例・規則等を収集し，分析を行っている。
討されたい。（意見２９） （会計課）

＜参考：令和2年9月29日公表分＞
未収金対策については，県民負担の公平性・公正性の確保 検討中

を図ることを基本とし，全庁を挙げた取組を行ってきたとこ
ろである。
令和２年３月１８日開催の未収金対策委員会において，各

部局に対し，必要に応じて適切に債権放棄を行えるよう「個
別マニュアル」の改正等，必要な対応を行うよう指示すると
ともに，令和２年８月６日開催の同委員会においても，債権
放棄に当たっては「債権管理の手引き」等を参考に，取組を
積極的に検討するよう指示した。

（会計課）

県営住宅の管理

98 入居者の募集 入居者の募集については，郵送による受付を認めたり， 入居者の募集については，申込関係書類に不備がある際， 措置予定
徳島市外にある県営住宅の集会所等において受付を実施 受付期間に間に合わないなど混乱をきたす可能性を考慮し，
したりするとともに，随時募集の範囲を広げるなどして， 郵送での受付は行っていない。徳島市外での受付会場の確保
より柔軟な入居者の募集手続が検討されるべきである。 等について，令和３年８月末までに検討を行う。
また，希望者については，民間の賃貸住宅と同様に，内 内覧等については，様々な地域における数多くの物件を一
覧等を実施することも検討すべきである。（意見３３） 度に募集していることから，内覧の実施が物理的に困難であ

ることを踏まえ，令和２年度から住宅供給公社窓口での室内
写真の閲覧を実施しており,さらに,令和３年７月末までに住
宅供給公社ホームページにおける掲載写真の充実を図る。

（住宅課）

＜参考：令和2年9月29日公表分＞
入居者の募集については，申込関係書類に不備がある際， 検討中

受付期間に間に合わないなど混乱をきたす可能性を考慮し，
現状，郵送での受付は行っていない。より柔軟な入居者の募
集手続については，検討を行う。
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内覧等については，様々な地域における数多くの物件を一
度に募集していることから，内覧の実施が物理的に困難であ
ることを踏まえ，公社窓口での室内の参考写真の閲覧を可能
とする運用を開始した。
今後は，ホームページにおける掲載写真の充実等の検討を

進める。
（住宅課）

98-100 自治会運営及び 県営住宅における自治会の役割は評価されるべきであ 従来から自治会からの支援要請があった場合には，県及び 措置予定
共用部分の管理 るが，今後は自治会機能の低下が想定されることから， 住宅供給公社等が必要な助言などを行ってきたが,令和２年度

より積極的な自治会の運営支援を実施するべきである。 は，自治会からの要請を受け，自治会費の滞納者に対して，
（意見３４） 家賃滞納者に対する訪問督促時に併せて，早期納付を促す等

の側面支援を実施した。自治会の運営支援については，他の
自治体事例も参考に，令和３年８月末までに検討を行う。

（住宅課）

＜参考：令和2年9月29日公表分＞
従来，自治会からの支援要請があった場合には，県及び公 検討中

社等が必要な助言などを行ってきた。今後，他の自治体事例
も参考に，効果的な自治会の運営支援について検討を進め，
実施可能なものについては自治会の意向を踏まえ，導入を図
っていく。

（住宅課）

例えば，大学やＮＰＯ等と協働して，全国各地で試み 人口の減少や空き住戸の増加などの現状を踏まえつつ，県 措置予定
られている官民連携で公営住宅等の団地の再生を図る， 営住宅の活用方針について令和３年度中に検討を行う。
いわゆる団地再生プロジェクトを実施するなど，公営住 （住宅課）
宅の質を高める取組について検討し，共用部分の利活用
をより積極的に進めるべきである。（意見３５） ＜参考：令和2年9月29日公表分＞

人口の減少や空き住戸の増加などの現状を踏まえつつ，県 措置予定
営住宅の活用方針について令和３年度中に検討を行う。

（住宅課）

100-101 県営住宅におけ それぞれの県営住宅の被害想定に応じて，災害備蓄の 市町村による団地住民への支援内容を情報提供するととも 措置予定
る防災対応 整備や避難訓練等の継続的な実施を行うべきである。そ に，団地空室等を備蓄倉庫として利用するためのルールにつ

の際には，実際の入居者を念頭に必要な災害備蓄の洗い いて令和３年８月末までに検討を行う。
出しを行うとともに，県営住宅に居住する避難行動要支 （住宅課）
援者等の支援のあり方や，県営住宅の自治会単位での防
災計画の策定等を自治会と協働しながら進め，あわせて ＜参考：令和2年9月29日公表分＞
近隣住民との連携も推し進めるべきである。（意見３６） 市町村による地域住民への支援内容や，団地空室等の備蓄 措置予定

倉庫としての利用方法などを団地自治会に情報提供すること
により，県営住宅の防災対応力を向上させるための支援策の
検討を本年度中に進める。

（住宅課）
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55-57 人材確保・育成 家具の転倒防止措置のための金具の取付け等について， 令和２年１０月から「入居のしおり」や「県営住宅だより」 措置済み
賃貸住宅においてもより積極的に家具の転倒防止措置が などを活用し，家具の転倒防止措置が原状回復の範囲に含ま
とられることになるよう，原状回復の範囲に含まれてい れていないことについて周知を図った。
ないことを入居のしおり等に明記し，入居者に推奨すべ （住宅課）
きである。（意見３７）

＜参考：令和2年9月29日公表分＞
８月募集以降の「入居のしおり」や，９月末発行の「県営 措置予定

住宅だより」などを活用し，家具の転倒防止措置が原状回復
の範囲に含まれていないことについて周知を図る。

（住宅課）

Ⅲ その他の住宅に関する施策

報告書
項 目 指 摘 及 び 意 見 講 じ た 措 置 等 措置状況

ページ

102-104 脱炭素型設備転換支援事業補助金（徳島県ＺＥＨ補助金）

ＺＥＨ補助金については，平成３０年度までの当該制 当補助制度の開始当時は，蓄電池の市場価格が高かったた 措置済み
度の利用実績が少なかった理由について検証し，その要 め，蓄電池の導入を必須としている当補助制度の利用実績は
件等について再検討が必要である。（意見３８） 少なかったが，蓄電池の市場価格が低下していることに加え，

自然災害等による停電への備えや再生可能エネルギーの固定
価格買取制度（ＦＩＴ）の買取期間終了に伴う自家消費の拡
大等も相まって，令和元年度においては，蓄電池に対する需
要が高まり，利用実績が増加した。
また，当補助制度の要件を再検討した結果，令和３年度の

補助制度において，新たに燃料電池等を補助対象設備に追加
し，利用実績の増加を図ることとした。

（グリーン社会推進課）

＜参考：令和2年9月29日公表分＞
今回の意見を受け，令和２年度以降の補助制度において， 措置中

補助対象となる設備の拡大など，利用実績の増加に向けた要
件を再検討している。
また，補助金の額については，昨今の蓄電池の市場状況を

注視し，財政部署と協議しながら検討する。
（環境首都課）

64-67 万代分室の機 ＺＥＨ補助金制度の普及には，ＺＥＨビルダー，プラ 令和２年９月において，ＺＥＨビルダー等専門家を含む県 措置済み
ンナーとしての登録者数の増加及び専門家の理解が必要 内建築関係団体（５団体）に対し，ＺＥＨ補助金制度の普及
である。今後，引き続き，周知活動や専門家との意見交 拡大及びＺＥＨビルダー・プランナーの登録者増加に向けた
換が必要である。（意見３９） 事業周知及び意見交換を行った。その際いただいた意見は，
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令和３年度の新制度の参考とした。
また，令和３年度の新制度についても専門家等との意見交

換会を行う予定であり，引き続き，ＺＥＨ補助金制度につい
ては県ホームページ等で周知を行う。

（グリーン社会推進課）

＜参考：令和2年9月29日公表分＞
今般のコロナ禍の影響で，ＺＥＨビルダー・プランナー等 措置予定

住宅関連事業者との意見交換の時期を調整中であり，適切な
時期に実施するとともに，当補助金制度については，県ホー
ムページへの掲載や業界団体・マスコミへの資料提供など効
果的な周知に努める。

（環境首都課）

111-113 森を木づかう住宅資金貸付制度

森を木づかう住宅資金貸付制度については，その利用 令和２年度は，金融機関と制度説明をはじめ，利用の促進， 措置中
実績からすると制度の抜本的な見直しが必要と言わざる 改善点などについて個別協議や，県プレカット協会や木の家
を得ず，県産材消費の出口戦略としては，他の施策の検 づくり協会等の会議に参加し，制度に関する意見交換や工務
討も必要である。（意見４１） 店等への制度の周知などを実施した結果，複数の問い合わせ

があった。
また，令和３年度から開始する「使おう県産材！『徳島す

ぎの家』普及拡大事業」において，工務店を介して見学会や
相談会の実施など県産材の普及啓発活動を展開する。この対
象となる工務店に森を木づかう住宅資金とセットで案内し，
利用促進を図っていく。
さらに，今秋オープンを目指す木育の拠点「徳島木のおも

ちゃ美術館」を通じ，県産材の魅力発信を行い，県産木造住
宅の建築を推進する。

（スマート林業課）

＜参考：令和2年9月29日公表分＞
令和２年度において，金融機関と制度説明をはじめ，利用 措置中

の促進，改善点などについて個別協議を行っている。
また，県プレカット協会や木の家づくり協会等の会議に参

加し，制度に関する意見交換や工務店等への制度の周知を依
頼しており，これらの協議を踏まえ，制度の見直しを検討し
ている。
さらに，身近なところで木材を利用してもらえるよう「木

育」の取組を推進するとともに，県外・海外への新たな需要
開拓を図る事業を検討するなど，引き続き，県産材消費拡大
を進めていく。

（スマート林業課プロジェクト推進室）
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82-85 ニホンジカの 県産材の消費拡大に係る施策については，プレカット 令和２年度は，新型コロナウイルス感染拡大の影響で滞留 措置済み
加工業者等の県産材の流通に当たって重要な役割を果た した建築資材を解消するため，「滞留建築資材緊急対策事業」
す事業者からの高い評価が不可欠であり，事業者との意 において，県内製材工場とプレカット事業者，木材市場，大
見交換や事業者の意見を反映した施策が望まれる。（意 型製材工場等とのマッチングや，「仮設住宅県産材活用モデ
見４２） ル事業」において，県内製材工場で生産している汎用性の高

い製材品を用いた木造仮設住宅モデルを，設計士やプレカッ
ト加工業者と協議・意見交換を行い事業者の意見を参考に連
携して製作した。
令和３年度は，更なるマッチングによる需要拡大や,「木造

応急仮設住宅事前復興事業」により，プレカット事業者に本
格的に県産材を加工してもらい，県内の製材事業者と連携を
深めることを目的に，木造仮設住宅モデル１００戸の備蓄な
どを行い，新たな消費拡大に努める。

（スマート林業課）

＜参考：令和2年9月29日公表分＞
令和２年度から県産材を取り扱う県内製材工場とプレカッ 措置中

ト事業者，木材市場，大型製材工場等とのマッチング事業の
実施を予定しており，この中で事業者からの意見聴取も行う
こととしている。これを契機に，新たな販路開拓につなげ，
県産材の消費拡大に努める。

（スマート林業課プロジェクト推進室）


